
件 件 件 件

千円 千円 千円 千円

※１：金額総額であり、複数の団体等に交付している場合、個々の団体等への交付額等を示すものではありま
せん。なお、当該年度は当初予算額を記載しております。また、前年度決算額について、補助額の確定が未了
のものは、交付件数および交付決定額を外数として（）書きで記載しております。

-

令和６ 2年度 年度

(180,315)

-

経過年数

-320,244

-

交付対象経費及び
補助金の算定方法等

前々年度

補助開始年度

(111)

　■　定額
　□　定率
　□　その他

年度

（間接補助の場合）
間接補助とする理由
及び再交付先への配

分基準、審査基準

 【間接補助の理由、再交付の配分基準・審査基準】

補助金名 福岡市保育補助者雇用費助成事業補助金

（公募の場合）
公募時期

その他の補助金

交付先決定方法
　　■　公募
　　□　非公募

□　個人
■　団体

私立保育所、地域型保育事業所、認定こども園

私立保育所、地域型保育事業
所、認定こども園

区分

こども未来局子育て支援部指導
監査課（ＴＥＬ092-711-4262）

担当課
（連絡先）

前年度補助事業
の主な実施概要

　保育士資格を持たないが、資格取得を目指す者（保育補助者）及び職場復帰を目指
す潜在保育士（有資格保育補助者）を雇用する経費を補助することで、保育士の業務
負担を軽減、保育人材の確保に寄与する。

回

終期を延長する
理由

       補助金調書

交　付　先

（公募の場合）
応募要件

令和７年６月頃

（非公募の場合）
非公募の理由

令和10

補助金の目的
及び

補助対象事業

延長回数 1

　保育士の負担軽減とブランクの長い保育士の現場復帰を図るため、新たに保育補助
者を雇用する保育所等に対し、保育士の補助を行う保育補助者の雇用費を助成する。

当該年度

　従前に比べ保育士の確保が難しい状況は継続しており、継続的な保育士確保策の強
化を図る必要があることから、補助金の継続が必要であると認められるため。

補助金の終期

【補助対象経費、補助金額の算定方法・考え方】
保育補助者を新たに雇用する事業に要する経費のうち、次に掲げる費用。
⑴ 報酬⑵ 給料⑶ 職員手当等⑷ 共済費⑸ 需用費⑹ 役務費⑺ 委託料⑻ 使用料及び賃
借料
補助金額については交付要綱参照。ただし、令和７年４月１日に遡って改正予定（補助金額
については現行のものと同等を予定）。

補助金交付
による効果

　保育士の負担軽減とブランクの長い保育士の現場復帰を図る。

前々々年度交付状況等
【上段：交付件数】

【下段：決算】
（※１）

前年度


	様式【新】

